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飯
田
市
第
1
1
次
消
防
力
(消
防
団
)整
備
計
画
(平
成
2
8
年
度
か
ら
の
5
ヵ
年
)に
つ
い
て

�
背
景
①
：
飯
田
市
第
1
0
次
消
防
力
(消
防
団
)整
備
計
画
の
計
画
期
限
到
来

�
背
景
②
：
地
域
社
会
の
劇
的
な
変
化
⇒
人
口
構
造
変
化
と
少
子
高
齢
化
=
団
員
減
少
傾
向
、
活
動
内
容
の
多
様
化
=
機
能
強
化
の
必
要
性

�
背
景
③
：
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
(平
成
2
5
年
1
2
月
1
3
日
法
律
第
1
1
0
号
※
裏
面
参
照
)の
施
行

東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
『
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律
』
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
を
図
り
、
も
っ
て
当
市
及
び
周
辺
地
域
の
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的

基
本
方
針

第
10
次

整
備
計
画

か
ら
の

変
更
点

安
全
装
備
品
の
充
実

専
門
性
を
伴
う
装
備
品
の
充
実
等

方
針
①

多
機
能
型
積
載

車
輌
の
導
入

レ
ス
キ
ュ
ー
関
連
装
備
等

方
針
②

消
防
活
動
の

拡
充
と
充
実

救
急
指
導
･防
災
リ
ー
ダ
ー
等

方
針
③

地
域
ｺﾐ
ｭﾆ
ﾃｨ
の

維
持
･振
興

少
年
防
火
ク
ラ
ブ
発
足
等

方
針
④

女
性
団
員
の
参
画

女
性
部
新
設
等

方
針
⑤

方
面
隊
の
再
編
成

団
員
定
数
の
変
更

班
等
の
統
廃
合
･縮
小

支
援
団
員
制
度
の
充
実

機
能
別
分
団
新
設

機
関
や
安
全
装
備
品
等
の
充
実

※
組
織
体
制
強
化
と
意
思
決
定
へ
の
女
性
参
画

の
促
進

①
広
報
部

②
予
防
救
護
部

③
総
務
部

④
女
性
部

⑤
機
動
救
助
隊
を
新
設

本
部
の
組
織
を
再
編

※
多
機
能
型
積
載
車
輌
の
導
入
に
向
け
方
面
隊
を

再
編
成

第
1方
面
隊
：
1.
2.
4.
16
分
団

第
2方
面
隊
：
5.
7.
15
分
団

第
3方
面
隊
：
3.
9.
10
分
団

第
4方
面
隊
：
8.
11
.1
2.
13
分
団

第
5方
面
隊
：
6.
14
.1
7.
18
分
団

団
員
定
数
50
名
削
減

現
定
員
：
1,
39
5名

⇓
（
50
名
減
）

新
定
員
：
1,
34
5名

※
実
態
を
踏
ま
え
た
定
員
数
設
定

①
第
11
分
団
(川
路
)の
三
区
班

を
廃
止

②
第
17
分
団
(上
村
)の
中
郷
詰

所
を
廃
止
し
機
関
を
上
町
に

移
転

③
ラ
ッ
パ
隊
は
縮
小
、
音
楽
隊

は
部
か
ら
班
へ

※
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
等
と
協
議
中

①
消
防
団
条
例
に
定
め
る

定
住
要
件
撤
廃

②
支
援
団
員
の
定
年
を
60

歳
か
ら
67
歳
へ
拡
大

※
団
員
確
保
策
と
し
て
柔
軟
な
運
用

①
飯
田
女
子
短
期
大
学
に

学
生
分
団
の
新
設
を
検
討

②
一
定
の
機
能
に
限
定
し
た

消
防
団
サ
ポ
ー
ト
分
団

の
新
設
を
検
討

※
飯
田
女
子
短
期
大
学
と
協
議
開
始

※
社
会
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
た
サ
ポ
ー
ト
分
団

を
検
討

①
多
機
能
型
積
載
車
輌
の
導
入
(5
カ
年
で
5方
面
隊
に
各
1台
)

②
安
全
装
備
品
の
充
実

消
防
団
の
装
備
品
の
基
準
か
ら
優
先
す
べ
き
装
備
品
を
選
択
し
て
導
入

防
火
⾐
・
防
火
⻑
靴
・
ケ
ブ
ラ
ー
⼿
袋
・
小
電
力
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

③
詰
所
整
備

昭
和
56
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
詰
所
を
優
先
的
に
対
応

既
存
施
設
の
有
効
活
用
を
念
頭
に
耐
震
改
修
等
を
計
画
的
に
実
施

男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
た
め
の
施
設
整
備
に
配
慮

1

平
成
27
年
12
月
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日
市
議
会
全
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資
料
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料
№
6−
1

危
機
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参
考
資
料

消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
法
律

飯
田
市
消
防
団
の
概
況

組
織
(平
成
27
年
4月
1日
現
在
)

飯
田
市
消
防
団

1
団

飯
田
市
消
防
団
の
方
面
隊
数

5
隊

飯
田
市
消
防
団
の
分
団
数

18
分
団

飯
田
市
消
防
団
の
部
数

38
部

飯
田
市
消
防
団
の
班
数

26
6
班

ポ
ン
プ
自
動
車

17
台

小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
積
載
車

58
台

小
型
動
力
ポ
ン
プ

10
台

車
載
用
無
線
機

51
台

携
帯
用
無
線
機

10
8
台

小
電
力
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

29
1
台

無
線
受
令
機

10
台

飯
田
市
消
防
団
条
例
定
数

1,
39
5
名

飯
田
市
消
防
団
の
実
員
数

1,
26
6
名

う
ち
女
性
団
員
数

82
名

就
労
形
態
被
雇
用
者

1,
05
5
名

自
営
業
者

24
名

家
族
従
業
者

74
名

そ
の
他

11
3
名

人
員
(平
成
27
年
4月
1日
現
在
)

資
機
材
(平
成
27
年
4月
1日
現
在
)

（
平
成
25
年
12
月
13
日
法
律
第
11
0号
）

○
消
防
団
を
中
核
と
し
た
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
を
図
り
、
も
っ
て
住
⺠
の
安
全

の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
は
、
消
防
団
の

強
化
を
図
る
こ
と
等
に
よ
り
地
域
に
お
け
る
防
災
体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
旨

と
し
て
実
施
(1
∼
3条
)

○
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
を
図
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
(4
条
)

○
住
⺠
に
対
す
る
防
災
活
動
へ
の
参
加
に
係
る
努
力
義
務
(5
条
)

○
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
関
係
者
相
互
の
連
絡
及
び
協
力
義
務
(6
条
)

○
地
域
防
災
力
の
充
実
強
化
に
関
す
る
計
画
・
具
体
的
な
事
業
計
画
の
策
定
義
務
(7
条
)

○
消
防
団
を
「
将
来
に
わ
た
り
地
域
防
災
力
の
中
核
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

代
替
性
の
な
い
存
在
」
と
規
定
(8
条
)

○
消
防
団
へ
の
加
入
の
促
進

・
意
識
の
啓
発
(9
条
)

・
公
務
員
の
消
防
団
員
と
の
兼
職
に
関
す
る
特
例
(1
0条
)

・
事
業
者
・
大
学
等
の
協
力
(1
1･
12
条
)

○
消
防
団
の
活
動
の
充
実
強
化
の
た
め
の
施
策

・
消
防
団
員
の
処
遇
の
改
善
(1
3条
)

・
消
防
団
の
装
備
の
改
善
・
相
互
応
援
の
充
実
(1
4･
15
条
)

・
消
防
団
員
の
教
育
訓
練
の
改
善
・
標
準
化
、
資
格
制
度
の
創
設
(1
6条
)

○
市
町
村
に
よ
る
防
災
に
関
す
る
指
導
者
の
確
保
・
養
成
・
資
質
の
向
上
、
必
要
な

資
機
材
の
確
保
等
(1
7条
)

○
自
主
防
災
組
織
等
の
教
育
訓
練
に
お
い
て
消
防
団
が
指
導
的
役
割
を
担
う
た
め
の

市
町
村
に
よ
る
措
置
(1
8条
)

○
自
主
防
災
組
織
等
に
対
す
る
援
助
(1
9･
20
条
)

○
学
校
教
育
・
社
会
教
育
に
お
け
る
防
災
学
習
の
振
興
(2
1条
)

目
的
・
基
本
理
念
等

消
防
団
の
強
化

地
域
に
お
け
る
防
災
体
制
の
強
化

2
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Ⅰ 策定の目的及び基本方針 
 

飯田市第 10 次消防力(消防団)整備計画の最終年度にあたり、平成 28 年度から５ヵ年の飯田市第

11 次消防力(消防団)整備計画（以下「本計画」という。）を策定する。本計画は「第５次飯田市基

本構想基本計画」、「南信州定住自立圏共生ビジョン（以下、「定住自立圏構想」という。）」、

「三遠南信連携ビジョン」及び「飯田広域消防将来ビジョン」の基本理念に基づくものである。 

本計画は、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」の施行を受け、消防団を

中核とした地域防災力の充実・強化を図り、もって当市及び周辺地域の安全の確保に資することを

目的とする。 

 当地域は、伊那谷断層帯に起因する直下型地震の発生により甚大な被害が想定されている。また、

東海地震に係る地震防災対策強化地域及び南海トラフ地震の防災対策推進地域に指定されており、

地域防災力の向上が急務であるとともに、三遠南信地域の一員としての役割も期待されているとこ

ろである。さらに当地域は、台風や局地的集中豪雨等に起因する土砂災害等が発生しやすい地形・

地質であり、近時の急激な気象変動への対応も求められているところである。 

 これら大小様々な災害に対しては、地域防災力の向上と支援・受援体制の更なる充実が不可欠で

あり、飯田市消防団は、常備消防との連携を第一義とし、定住自立圏構想における「中心市」に存

する消防団として周辺町村との連携により、地域防災力の要として、命を守る消防団として、安全・

安心なまちづくりに寄与しなければならない。 

 また、人口減少・経済縮小時代の国・地方公共団体の厳しい財政状況を考慮し、施策の見直しや

重点化等によりムリ・ムラ・ムダを無くしつつ、消防力向上のための新たな施設設備への投資を実

施していく必要がある。 

 現在、約 1,300 名の消防団員は、生業を持ちながら「自らの地域は自らが守る」という理念に基

づき、火災等の各種災害に対応する即戦力として地域の安全・安心に大きく貢献するとともに、「防

災力は地域力」であることから地域コミュニティに、更には地域振興においてもその役割を担って

いる。また、地域の実情に精通した団員により構成されている消防団は、地域に根ざした活動とし

て、災害時要配慮者へのきめ細かな対応や地域の将来を担う人材育成として住民や子どもたちの活

動をサポートするなど幅広い活動を行っている。一方で、少子高齢化による消防団員の欠員は慢性

化しており、消防団の努力だけでは定数維持が困難な状況にあるのも実態である。 

 以上のような状況を踏まえつつ、地域住民の付託に応える消防団となるため、団員が地域にうち

解け、地域防災力の向上と安全・安心のまちづくりに寄与することを目標として消防団活動の基本

的な事項を再検討し本計画を策定した。 

 地域の実情に即した定数の見直し、現行の支援団員制度に加え、機能別団員等の導入など団員確

保策を検討し、地域の活性化に寄与するため「地域づくりは人づくり、人づくりは消防団をきっか

けに」を合言葉に、地域内の多様な主体と連携して入団促進を図っていく。 

また、大規模災害発生時、地域防災の要として活動できるよう救急救護、避難誘導、避難所の設

営等が行える「いのちを守る消防団」を目指し、日頃の訓練に加え、これらの活動を行う消防団員

の安全確保のための安全教育・安全装備品の充実を図る。 

制度導入から 23 年目を迎えた女性消防団員については、予防・救急救護・広報活動などから意

思決定段階を含めより幅広い分野にその活躍の場を広げるため、これまで以上の共同参画を促すほ

か、引き続き、環境への配慮、災害情報の共有化の促進策を検討・実施することとした。 

更に、さまざまな災害に対応するため、継続的に常備消防との関係を強化し、災害現場では常備

消防の指揮隊と連携し、安全管理の徹底・部隊活動の掌握と適正な指揮を執るため、平時より訓練

を重ね、消防団員一人ひとりがさらなる資質の向上を目指すことを掲げた。 

なお、本計画の一部については、防災対策や地域の実情に配慮して、計画期間にとらわれない計

画とした。また、本計画終了年度までの間において、諸般の事情により本計画が実情に沿わなくな

った場合には見直しを行うものする。 
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Ⅱ 基本計画 
 

 

１ 組織 
 

飯田市消防団条例の規定に基づき、次の組織を置く。 

(1) 団本部を、団長、副団長、本部分団長により組織する。 

ア 本部に広報部・予防救護部、総務部、女性部、機動救助隊を置く。 

イ ラッパ隊、予防救護部長、女性部は、団本部付きとする。 

(2) 分団は18個分団とする。 

    ア 分団は、２部６班制とする。 

    イ 分団には、女性団員を５名置く。 

(3) 方面隊を次のとおり組織する。 

＜方面隊組織分団及び区域＞ 

第１方面隊 
分団 １ ２ ４ 16 

区域 橋南 橋北・東野 座光寺 上郷 

第２方面隊 
分団 ５ ７ 15  

区域 松尾 竜丘 鼎  

第３方面隊 
分団 ３ ９ 10  

区域 上飯田 山本 伊賀良  

第４方面隊 
分団 ８ 11 12 13 

区域 三穂 川路 龍江 千代 

第５方面隊 
分団 ６ 14 17 18 

区域 下久堅 上久堅 上村 南信濃 

    (4) 組織は【別紙１】のとおりとする。 

 

 

２ 消防団員定数及び任務 
 

(1) 団員の定数は1,345名とし、分団ごと定数は【別紙２】、任務は【別紙３】のとおりとする。 

(2) 団本部員は、団長以下９名とし、消防団運営及び消防団活動の基幹を担う。 

(3) 本部付き団員定数及び任務を次に定める。 

ア ラッパ隊の定数は３名（ラッパ長１、部長２）とし、各分団のラッパ班員を指導し、活動を

通じて防災意識の高揚を図る。 

イ  予防救護部長（兼女性部副部長）１名とし、予防救護活動の統括を行う。 

ウ 音楽隊班は10名（班長１、班員９名）とし、広報部のもと活動し火災予防啓発及び消防団広

報を行う。 

エ 女性部15名（女性部長１名、部員14名）とし、女性消防団の運営及び活動の基幹を担う。 

(4) 分団の定数は、下表のとおりとし、分団の統括及び分団相互の連携に努めるとともに地震災

害などの広域災害における災害現場活動の先端指揮本部機能の確立・情報通信網の確立及び

統制などの任務を行う。 
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＜分団本部及び各機関班等の人員配置等＞ 

分
団

本
部

 

分団本部員 ４名 分団長・副分団長・庶務部長・消防部長 

庶務班 １名   

ラッパ班 下記別表 ラッパ吹奏の他、伝令の任務を行う。 

予防救護班 ５名   

各
機

関
班

等
 

予防広報班 １名   

自動車班 13 名 
積載車班の定数にあっては、事情に応じ 

た増員あり。 

２機関運用班は５名増とする。 

多機能型積載車班 

積載車班 

11 名 

10 名 

搬送車班 10 名 

警防班 ３名   

※上記定数を基本とし、分団・地区実情を鑑み分団ごと班別定数【別紙２】とする。 

 

＜別表 ラッパ班員数＞ 

分 団 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

定 数 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

※１分団及び２分団は分団間で調整可 

 

(5) 女性団員の任務については予防救護班のみに限定しない。また予防救護班員は女性のみに限

定しない。 

(6) 方面隊は分団相互の連携により効果的な活動を行うものとする。 

 

 

３ 消防機械の整備 
 

(1) 消防ポンプ自動車、積載車（多機能型積載車含む）、搬送車の配備 

機関配備の増減などの変更については、定数・組織との関連性が極めて強いため、消防団全

体のバランスを視野に入れ、且つ、地域の実情にも充分配慮しながら調整・整備を行うものと

する。 

各方面隊における基幹分団（方面隊の中心的な位置づけとなる分団）の積載車は、多機能型

積載車に順次変更し整備していく。 

(2) 消防ポンプ自動車等の性能 

ア 消防ポンプ自動車は、ＣＤ-Ⅰ型を基本とし、ポンプ性能はＡ-２級とする。 

イ 小型動力ポンプ付積載車は、動力消防ポンプ規格による放水性能をＢ－２級とする。 

ウ 多機能型積載車は小型動力ポンプ付積載車に救助・救急資機材を搭載した車輌とする。 

エ 小型動力ポンプ付搬送車は、動力消防ポンプ規格による放水性能をＢ－３級とする。 

(3) 消防ポンプ自動車等更新年次 

 

＜車輌の保有状況＞ 

車  種 消防ポンプ自動車 積載車 搬送車 指揮車 

保有台数 17台 44台 13 台 １台 
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ア 消防ポンプ自動車 … 19年 (更新期間を17年から２年延長) 

 イ 小型動力ポンプ付積載車 … 17年 (更新期間を15年から２年延長) 

 ウ 多機能型積載車 … 17年 (新規) 

 エ 小型動力ポンプ付搬送車 … 17年 (更新期間を15年から２年延長) 

オ ２機関運用のいずれか一方のポンプ及び車輌は、運用状況に応じて更新年次を繰り延べるも

のとする。 

カ 計画期間中の更新は【別紙４】のとおりとする。 

(4) Ｃ-１級ポンプの配置 

ア 消防ポンプ自動車に搭載するＣ－１級小型動力消防ポンプは、現用機関の運用状況に応じ

て分団相互間の配置転換を行う。 

イ 必要に応じて更新配備を検討する。 

 

 

４ 消防団詰所等施設の整備 
 

消防団の拠点施設である詰所は、おおむね整備され、第10次消防力(消防団)整備計画では２つ

の詰所が新築されたほか、必要に応じた改修工事も行った。 

今後は、飯田市の基本方針である「適正な維持管理による公共施設の長寿命化の推進」に基づ

いて、専門家による現地診断等を行い、その診断結果により改修等を計画的に実施する。 

(1) 大半の詰所が駐車場不足のため、その確保について調査研究する。 

(2) ホース乾燥塔の整備については、必要に応じて長寿命化のための改修を実施し使用してい

く。必要に応じて建て替えを原則詰所の建て替え時にあわせて行う。 

(3) 改修等の際には、男女共同参画推進の視点から施設整備のあり方等を検討する。 

 

 

５ 防火貯水槽整備 
 

防火貯水槽については、全市におおむね整備されてはいるものの、阪神淡路大震災の教訓をも

とに、今後は、耐震性貯水槽を「飯田市防火貯水槽整備計画」に基づき、耐震性貯水槽整備率の

低い地域及び貯水充足率の低い地域を優先し計画的に設置する。 

【別紙４】・【別紙５】飯田市 防火貯水槽整備指針 

 

 

６ 消防団通信網の整備 
 

消防団における通信網の整備は、多様化する災害に備え、消防無線のデジタル化が平成25年度

に完了し、今後は、災害時における出動小隊（各分団の出動最小部隊をいう。）内の通信機器の

整備及び有効な活用方法を研究し整備を図るとともに多機能携帯電話（スマートフォン）などを

用いた情報収集等について研究の必要がある。 

特に、大規模災害発生時に、消防団内での情報の共有化を図るための情報収集、指揮命令の伝

達が迅速かつ確実に行われるシステムを確立することを目的とする。 

(1) 消防団デジタル無線(260MHz帯 飯田広域消防 第５ch 消防団専用波） 

現在の機器の維持。 

(2) 特定小電力トランシーバー（422MHz帯10mW 汎用トランシーバー） 

火災等局地的災害現場内での情報伝達に活用するため、現在のものを維持更新する。 



 

 

5  

 

(3) メール配信（携帯電話等） 

災害発生の覚知手段及び情報収集手段として、広域消防から配信される「災害情報メール」

及び飯田市から配信される「いいだ安全・安心メール」のシステムを活用する。 

(4) 補完する通信手段の活用 

ア 大規模災害や水防出動において、飯田市の防災行政無線からの情報を有効活用する。 

イ スマートフォン等を用いた、災害地点の特定（GPS機能）、動画・静止画等の伝送を用い

た情報の共有等について研究する。 

ウ 大規模災害等で通信手段がたたれた場合、分団内の通信手段としてアマチュア無線局を用

いた通信について「非常通信に関する基本方針ならび非常通信実施要領」及び「アマチュ

ア局の非常通信マニュアル」に基づく通信手段も考慮する。 

【別紙６】通信網フロー 

 

 

７ 一般装備及び個人装備品(安全装備品) 
 

(1) 一般装備品 

一般装備品の基準数は次表のとおりであり、維持管理に努める。 

 

＜一般装備品の配備基準＞ 

 分団本部 自動車班 積載車班 搬送車班 

ホース  40本 15本 13本 

ホースリュック  ３個 ２個 １個 

防火衣 ４着 ８着 ６着 ５着 

発動発電機  １基 １基 １基 

 

(2) 耐切創性手袋（ケブラー手袋） 

安全確保の観点から計画期間中に全分団員に配備をめざす。 

(3) 被服、防火衣、防火用長靴、特定小電力トランシーバー 

団員が安全で活動しやすい仕様について研究するとともに、既配備品が老朽化しているので、

計画期間中に順次更新と必要に応じ仕様変更を行う。 

(4) 専門性を伴う装備品について 

安全装備品（ライフジャケット・PDF及びスローバッグなど流水域での安全活動に必要な装備、

山間部人命捜索などにおける装備品、防滑装置ほか）については、機材や装備品検討し順次配

備する。 

(5) 消防団詰所の備品の見直し 

指定備品(飯田市備品以外の貸与物品等)について検討し一部見直しを行い、順次整備する。 

 

 

８ 地域との関わりと広報活動 
 

(1) 行政と一体となって、各地区まちづくり委員会等、各地区自主防災会、赤十字奉仕団などと

一層の連携強化を図るとともに、地域防災のリーダーとなるべく資質向上に努めるとともに

防災活動を積極的に推し進め、安全・安心なまちづくりに貢献する。 

(2) 地域の活動に積極的に参加することをつうじて、地域・職場・家庭の理解を深め、消防団員

が活動しやすい環境を醸成するとともに、新入団員を積極的に勧誘する。 

 



 

 

6  

 

 

(3) 高齢者、独居高齢者、障害者等の災害時要配慮者の戸別訪問をし、火災予防の啓発に努める。 

(4) 幼少年を対象とした火災予防啓発（少年少女消防クラブ、紙芝居、人形劇等）に努める。 

(5) 住宅用火災警報器設置の啓発・広報に努める。 

(6) 消防団活動を通して、団員相互の親睦を深め、地域の将来を担う人材を育成する。 

(7) 消防団活動を広く市民に理解してもらうために広報活動に努める。消防団独自のホームペー

ジの開設について研究するほか、既存メディア（広報いいだお知らせ版、飯田市Webサイト・

南信州ぽぉたる・Twitter・Facebook、いいだＦＭ、飯田ケーブルテレビ、週刊いいだなど）

を有効利用する。 

(8) マスメディアの活用 

上記(7)のほかマスメディアを積極的に活用する。 

 

 

９ 他町村との応援体制 
 

他市町村との相互応援体制を確立するとともに、飯田下伊那地域の消防団のリーダー的な役割を

担う消防団としての自覚を持つ。 

隣接する町村消防団と相互に応援しあえるよう協議を行い、出動計画に定め火災出動等を行う。 

(1) 南信州関係市町村相互応援協定に基づき、近隣町村との相互応援体制の強化を更に進める。 

(2) 飯田市が相互応援協定を結んでいる自治体消防団との協力関係を更に充実させ、大規模災害

時における支援・受援体制の強化を進める。 

 

 

10 出動計画の見直し 
 

(1) 第５方面隊の体制及び出動計画の見直し。 

(2) 消防力の均等化、分団間の協力体制の強化及び明瞭化を計った出動計画とする。 

【別紙７】出動計画書 
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Ⅲ 消防団の活性化対策 
 

消防団員の確保については、それぞれの分団において、消防団OBや地域組織の代表者との協力

のもと勧誘活動を行っているが、条例定数を満たす団員数の確保が困難になりつつある。 

これは、常備消防の進展、人口の過疎化、少子高齢化社会の到来による対象年齢者の減少や産

業・就業構造の変化による消防団員のサラリーマン化などによる職住分離の増加などが考察され

る。 

消防団員確保は、消防団活動維持の根幹をなすものであり憂慮すべき問題である。消防団員確

保を継続的に、多様な主体との協働により可能な限りの方策を講じていくこととするとともに、

併せて、魅力ある消防団を創出していかなければならない。 

 

 

１ 消防団活動への参加促進 
 

(1) 従来の観念にとらわれることなく、若年層団員及び分団長等からのヒアリングにより要望・

意見等をまとめ、時代に即応できる消防団組織を継続検討する。 

(2) 各種の市民イベントに積極的に参加し、消防団活動の広報と火災予防を呼びかける。 

(3) スポーツ・レクリエーション活動などの導入を検討し実現を図る。 

(4) 消防団活動を通して必要となる資格や講習など（第三級陸上特殊無線技士・小型車輌系建設

機械〔整地・運搬・積込み用及び掘削用〕特別教育・応急手当普及員等）に係る費用の補助

を行う。 

(5) 男女が協働できる場(男女共同参画の場)として、また、大規模災害時においては、地域の防

災の拠点としても使用できる施設整備に配慮する。 

(6) 総務省消防庁が消防団員数の減少に歯止めをかけるために発足した「消防団員確保アドバイ

ザー派遣制度」を活用し、当市消防団員の確保について研究し実践をする。 

 

 

２ 機能別団員(支援団員)・機能別分団の検討 
 

(1) 現状の課題を検討する中で研究を進める。 

(2) 勤務地応援の具体的な位置付けの検討。 

 

� 機能別団員とは… 

消防団活動をすべて行う消防団員（基本団員）を基幹とし、補完する団員として特定の役割・

活動及び大規模災害等に参加する団員。 

ア 支 援 団 員 : 平日の昼間時、活動団員を確保しやすい地元で仕事している消防団 

OB（職団員OB団員） を採用し特定の災害等だけに出動する団員。 

イ 指 導 者 団 員 : 職団員幹部のOBを消防団の訓練指導者として採用。 

ウ 大規模災害団員 : 出動する災害を大規模災害等に特定した団員を採用。 

エ 勤 務 地 団 員 : 中心市街地や昼間人口が減少する地域で、勤務しているサラリーマ

ン等を団員として採用。 

オ そ の 他   

 

 



 

 

8  

 

 

� 機能別分団とは… 

消防団活動をすべて行う消防団員（基本団員）で構成する分団を基幹の組織とし、補完する組

織として特定の役割、活動、大規模災害等に参加する団員で構成する分団。 

ア 女 性 分 団 : 女性部内に学生(飯田女子短期大学)分団の設置について研究(本部

内に女性部枠15名あり)。女性団員による消防団活動を参画するとと

もに、学生時代から地域貢献のために働く消防団に慣れ親しんでも

らうことを目的とする。主な活動は、火災予防、広報、救急指導等

の活動に重点を置いて活動。 

イ 大規模災害分団 : 出動する災害を震災や水災などの大規模災害時に特定し、分団を設

置(本部内に「機動救助隊」を設置し今後訓練等を通じて検討してい

く)。 

ウ 事 業 所 分 団 : 事業所単位で分団を設置(今後研究)。 

 

 

３ 消防団活動への理解促進対策 
 

(1) さまざまな意見の消防団活動への反映 

地域におけるあらゆる機会をとらえて、各種団体やOB、子どもたちの意見を聞き取るなどし、

それぞれ分団ごとの地域の特色を生かした消防団活動に反映できるように努力する。 

(2) 消防団の認知と理解の促進 

総合防災訓練、非常招集訓練に際し、初期消火訓練や救護訓練、避難誘導訓練を住民と共に積

極的に行い認知度を高める。消防団の存在意義について引き続き理解を得てゆくものとする。 

(3) 消防団協力事業所表示制度 

消防団協力事業所表示制度の推進により、事業主・雇用主に対しても消防団活動への参加促進

に理解を求めていく。 

 

 

４ 福利厚生 
 

消防団員が安心して活動できるための処遇、待遇の改善、福祉共済の充実、年金の推進を働き

かけるほか、福利厚生事業を実施する。 

健康管理指導については、現在、健康福祉部保健課と連携し食事の指導を行っているが、今後

さらに運動や精神的な健康管理についても検討の上、有効な方法で実施する。 
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Ⅳ 環境問題への対応 
 

環境問題は、さまざまな形で私達の生活に直接影響を及ぼしている。 

世界的な規模で取り組みが求められる地球環境問題は、消防団においても例外ではない。災害

時においては一定量のエネルギーが必要であるが、「環境文化都市」の消防団として環境への配

慮を怠ることなく、引き続き次の施策を行うものとする。 

(1) 火災の減少のための予防広報活動の充実 

(2) 活動時における水損害の防止の徹底 

(3) 既存機関（ポンプ・車輌）の環境対策への配慮と長寿命化 

更新時期に併せて環境配慮対策を講じていく。 

(4) 新規導入（ポンプ・車輌）の環境対策への配慮 

ア 動力ポンプの4サイクル化の推進 

イ 消防車輌への環境対策エンジンの積極的な導入 

ウ 環境対策エンジン（ハイブリッド、省エネエンジン）の導入 

エ 新規導入消防車輌へのポンプ冷却水循環装置の導入 

オ その他環境に配慮を具体化させる仕様の提示 

カ 消防自動車の散光式警光灯のＬＥＤの積極的な導入 

(5) 既存施設における環境配慮 

ア 太陽光発電設備事業と今後の施策への継承検討 

イ 赤色灯のLED化・ 省エネ照明の積極的な導入 

ウ 危険物の適正保管と適正処理 

エ グリーンコンシューマリズム(環境に配慮した商品の購入)の徹底 

オ 環境配物品等の指定 

(6) 新設建物等への環境配慮 

飯田市における環境配慮政策と先進的な環境配慮を積極的に導入する。 
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Ⅴ 消防団員の安全管理 
 

消防団員の活動には危険が伴うことが多いので、何よりも安全を優先する。安全管理の徹底は必

須項目である。災害現場活動はもとより日常のあらゆる活動において、消防団員の心身の安全対策

を講じていく。 

 

 

１ 安全管理の確立 
 

(1) 災害現場活動における安全管理体制の確立 

ア 現場指揮における安全管理の徹底 

消防団指揮隊は災害状況、部隊活動及び危険情報の把握を迅速に行い広域消防指揮隊との十

分な連携により適確な指揮を執る。 

イ 小隊活動における安全管理の徹底 

小隊長(出場している分団部隊の上席となる者、例えばポンプ自動車1台が出場した場合、そ

の車輌長が小隊長となる。その現場に出場小隊長よりも上席者が臨場した場合は、指揮権限

が上席者に移行する)は、先行指揮代行の場合は指揮隊長代行として責任を持ち、消防団本

部指揮隊傘下にあっては小隊の活動を把握し、小隊の隊員の安全管理に責任を持つ。 

ウ 災害現場における情報共有による安全管理の徹底 

①常備消防との情報共有 

②災害対応関係機関との情報共有 

③情報集約による分析と正確な情報に基づく安全管理 

エ 交通事故防止の徹底 

 オ 惨事ストレス対策のため、惨事災害が発生し事案終了後の出来るだけ早い時期に一次ミーテ

ィング等によるメンタルヘルスケアを行うようにする。 

(2) 日常における訓練・活動における安全管理体制の確立 

ア 訓練における安全及び体調管理の徹底 

イ 惨事ストレスへのケア 

ウ 交通事故防止の徹底 

 

 

２ 安全教育の実施 
 

(1) 安全教育の徹底 

安全管理対策の学習会を随時実施する。 

(2) メンタルヘルスケアの徹底 

分団長研修時にメンタルヘルスを含めたリーダー研修を行う。 

(3) 緊急車輌運転時の交通事故防止 

  災害出動時、訓練時を含め、緊急車輌の運転に係る安全講習等を行う。 
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Ⅵ 救急及び救助活動への取り組みと訓練資機材の導入 
 

 

１ 救急繰法の更なる発展 
 

飯田市消防団で行われている独自の救急繰法を継続しながら、より実践的で適確な救急処置が行

えるように内容を検討し発展させる。 

 

 

２ 応急手当普及員及び応急手当指導員の養成 
 

応急手当普及員及び応急手当指導員を計画的に養成し地域の救急指導にあたる(地域防災リーダ

ーの養成)。 

 

 

３ 救急救助訓練資機材の導入 
 

整備される多機能型積載車の救急救助資機材を用いた訓練に取り組み、大規模災害（連動型大地

震等）の発生など有事の際に備える。 
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第第第第 11111111 次消防力次消防力次消防力次消防力((((消防団消防団消防団消防団))))整備計画整備計画整備計画整備計画    分団分団分団分団各部班の任務分担表各部班の任務分担表各部班の任務分担表各部班の任務分担表    

 

 任   務 

本
 

部
 

付
 

ラッパ隊 
団の統制ある行動の維持に関すること。 

団の式典に関すること。 

広報部 

・予防 

救護部 

 消防団活動の広報（団の活性化、市民への理解）に関すること。 

予防救護活動に関すること。 

  予防消防等、防火の啓発に関すること。市の行事等の要請に応えること。 

 部内に音楽隊班をおく 

総務部 
 分団運営・組織に関する分団相互の情報交換及び調整に係る事務を統括 

 女性消防団員の活動に関すること（女性部長） 

機動 

救助隊 
 大規模災害に関すること。（重機操縦、救助活動を中心とした大規模災害対応） 

分 団 

分団は、平時及び出動時における団活動の１単位であって、平常時における団の

諸活動に当たっては、その地区内に存在する分団長以下の消防団員をもって組織

運営し、出動時においては、団長の発する事前命令に基づき、分団長を中心とし

て各部及び班は一致協力して、分団の消防力を最高度に発揮するものとする。 

分団長 

（副分団長） 

分団長は、団長の命を受けて、自己分団の統括に任ずる他、出動時においては担

当方面全般の状況判断と自己の責任において総括する部隊を指揮運用すると共に

正・副団長不在時はこれに代わって指揮する（先着順。ただし、同列の場合は地

元分団長）。 

副分団長は、分団長を補佐し、分団事業の企画及び分団員教養の任に当たると共

に分団長不在時は、分団長のあらかじめ示すところによりその職を代行する。 

部 

部は、分団長の行う水火災戦闘に対する指揮、或いは教養訓練及び予防活動その

他分団諸活動を分担・補佐する機関とし、部内各任務に基づく班の有機的統制と

運用の合理化を図るものとする。部長は、正・副分団長不在間その職務を代行す

る。 

部
 

長
 

庶 務 

分団長直轄の部とし、分団長の行う統括指揮を容易にし、平時における分団の庶

務的事務を分担する。部長は、分団長の命を受けて部内各班の統制をとるほか、

分団会計及び事業の企画に関し正・副分団長を補佐する。部長不在の時は庶務班

長が代理する。 

消 防 

消防部は、分団消火活動の核心をなす部であって、分団区域内の機関を統括して

消火活動をするほか、平時においては分団区域内の火災予防並びに火災予防の指

導啓発の任に当たり予防活動における推進的機関として、部長はこれらの事項に

ついて正・副分団長を補佐し、部内各班を指揮する。 

 常   時 非 常 時 

庶
 

務
 

部
 

庶務班 

• 分団の会計記録に関すること。 

• 備品・消耗品に関すること。 

• 分団の庶務に関すること。 

• 防災資材の備蓄と管理に関すること。 

• 区域内火災予防並びに予防の指導啓発

に関すること。 

• 分団本部の設定に関すること。 

• 火災現場における分団本部の指示伝

達並びに団・分団との連絡に関する

こと。 

ラッパ班 

• 消防無線を含む伝達指導に関すること。 

• ラッパの吹奏に関すること。 

• 消防無線を含む伝達、伝令に関する

こと。 

• ラッパの吹奏に関すること。 

 

飯田市消防団 
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 任   務 

 常   時 非 常 時 

庶
 

務
 

部
 

予 防 

救護班 

• 予防査察の指導に関すること。 

• 区域内火災予防並びに予防の指導啓発

に関すること。 

• 救急法・救急実務の指導に関すること。 

• 医薬材料の保管管理に関すること。 

• 団員の安全確保に関すること。 

• 災害現場における負傷者の発見収容

並びに応急処 置に関すること。 

• 地域住民に対する広報活動に関する

こと。 

• 罹災者の保護 

消
 

防
 

部
 

各機関班 

(自動車・積

載・搬送) 

• 災害防御計画に関すること。 

• 機関点検、維持管理及び修得指導に関す

ること。 

• 消火並びに操法の訓練に関すること。 

• 消火、水防活動に関すること。 

• 水利統制に関すること。 

警防班 

• 区域内火災予防並びに予防の指導啓発

に関すること。 

• 警防計画に関すること。 

• 地水利調査に関すること。 

• 担当地区内の非常線の設定に関する

こと。 

• 避難誘導、警戒及び危険区域の警護

に関すること。 

• 水利誘導に関すること。 

• 災害活動用資材の調達及び運搬に関

すること。 

予 防 

広報班 

• 予防査察の指導に関すること。 

• 区域内火災予防並びに予防の指導啓発

に関すること。 

• 防災に係る広報活動に関すること 

• 団員の安全確保に関すること。 

• 地域住民に対する広報活動に関する

こと。 

• 避難誘導等住民の安全に関すること 

女性団員 • 所属班の任務にあたる • 後方支援を中心とした活動にあたる 

摘  要 

この部署は原則的なものであって、水火災出動時においては、特に各班は積極的

に協力し、常に有機的連携を保って初期の目的達成のため、全分団・全団員が一

体とならなければならない。 

 

 



事
業
費
単
位
：
千
円

年
度

事
業
名
等

説
明

事
業
費

説
明

事
業
費

説
明

事
業
費

説
明

事
業
費

説
明

事
業
費

定
数
　
　
　
　
　
　
1
,
3
4
5
人

交
付
金

1
0
2
,
9
9
2

1
0
2
,
9
9
2

1
0
2
,
9
9
2

1
0
2
,
9
9
2

1
0
2
,
9
9
2

5
1
4
,
9
6
0

一
人
当
　
　
　
円

7
6
,
5
7
4

7
6
,
5
7
4

7
6
,
5
7
4

7
6
,
5
7
4

7
6
,
5
7
4

伸
び
率
（
％
）

9
8
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

1
0
0
%

詰
所
耐
震
改
修

0

ホ
ー
ス
乾
燥
塔

0

自
動
車

第
５
分
団

1
4
,
5
0
0

第
２
分
団

1
4
,
5
0
0

第
６
分
団

1
4
,
5
0
0

第
９
分
団

1
4
,
5
0
0

5
8
,
0
0
0

積
載
車

飯
沼
上

（
多
機
能
）

柏
原

（
多
機
能
）

2
8
,
0
0
0

時
又

立
石

大
瀬
木

（
多
機
能
）

3
2
,
2
0
0

中
西

舟
渡

毛
呂
窪

2
7
,
3
0
0

大
明
神

（
多
機
能
）

原
・
宮
崎

名
古
熊

3
2
,
2
0
0

上
溝

（
多
機
能
）

1
4
,
0
0
0

1
3
3
,
7
0
0

搬
送
車

上
虎
岩

5
,
3
0
0

5
,
3
0
0

指
令
車

Ｃ
‐
１
ポ
ン
プ

第
６
分
団

8
0
0

第
９
分
団

8
0
0

1
,
6
0
0

1
0
0
ト
ン

0

6
0
ト
ン

0

4
0
ト
ン

４
基

2
6
,
7
4
3

4
基

2
6
,
7
4
3

5
3
,
4
8
6

2
0
ト
ン

0

耐
切
創
性
手
袋

2
7
0

8
1
7

2
7
0

8
1
7

2
7
0

8
1
7

2
7
0

8
1
7

2
7
0

8
1
7

4
,
0
8
5

防
火
衣

2
2

1
,
2
8
4

2
2

1
,
2
8
4

2
2

1
,
2
8
4

2
2

1
,
2
8
4

2
2

1
,
2
8
4

6
,
4
2
0

防
火
用
長
靴

4
5

7
5
4

4
5

7
5
4

4
5

7
5
4

4
5

7
5
4

4
5

7
5
4

3
,
7
7
0

ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

1
5

2
4
3

1
5

2
4
3

1
5

2
4
3

1
5

2
4
3

1
5

2
4
3

1
,
2
1
5

装
備
品
計

3
,
0
9
8

3
,
0
9
8

3
,
0
9
8

3
,
0
9
8

3
,
0
9
8

1
5
,
4
9
0

事
業
費
合
計

1
3
4
,
0
9
0

1
7
9
,
5
3
3

1
5
3
,
1
9
0

1
8
0
,
3
3
3

1
3
5
,
3
9
0

7
8
2
,
5
3
6

国
庫
補
助

1
0
,
7
7
2

1
0
,
7
7
2

2
1
,
5
4
4

県
支
出
金

0

起
債
（
一
般
）

2
6
,
5
0
0

5
8
,
4
0
0

4
4
,
9
0
0

5
9
,
1
0
0

2
7
,
7
0
0

2
1
6
,
6
0
0

そ
の
他

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

5
,
0
0
0

一
般
財
源

1
0
6
,
5
9
0

1
0
9
,
3
6
1

1
0
7
,
2
9
0

1
0
9
,
4
6
1

1
0
6
,
6
9
0

5
3
9
,
3
9
2

装 備 品 等交 付 金 施 設

施
設
の
状
況
に
よ
り
改
修
ま
た
は
建
て
替
え
を
行
う

施
設
の
状
況
に
よ
り
改
修
ま
た
は
建
て
替
え
を
行
う
。
（
上
記
詰
所
改
修
に
あ
わ
せ
て
行
う
場
合
あ
り
。
）

消 防 機 械 等 耐 震 性 防 火 水 槽 事 業 費 集 計

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

平
成
3
1
年
度

平
成
3
2
年
度

第
1
1
次

消
防

力
(
消

防
団

)
整

備
計

画
　

事
業

別
 
(
主

な
事

業
)
年

次
整

備
計

画
（

平
成

2
8
～

3
2
年

度
計

画
）

事
業
費
合
計

ic2813
テキストボックス
【別紙４】



飯田市飯田市飯田市飯田市    防火貯水槽整備指針防火貯水槽整備指針防火貯水槽整備指針防火貯水槽整備指針    

平成18年3月27日 

改 平成27年2月 10日 

 

飯田市 危機管理室 消防団係 

 

１１１１    概概概概    要要要要    

飯田市は、大規模地震対策特別措置法（昭和53年6月15日法律第73号）による地震防災対策強化地域に

指定されたことから、地震防災対策の一環として耐震性貯水槽の設置を進めてきた。また平成7年の阪神淡

路大震災及び平成16年の新潟県中越地震の発生による甚大な被害を見るに当たり、当地域にも伊那谷断層を

始めとする活断層があり、早急な地震防災対策の確立が必要なことから、貯水槽の設置について再度見直し

をおこない地震に強い耐震性貯水の整備計画を作成する。 

 

２２２２    必要性必要性必要性必要性    

消防施設整備計画の消防水利基準では、貯水槽を始め消火栓等含めた水利充足率として整備しているが、

地震発生時、耐震性でない貯水槽、消火栓、池等につては地震による破損等により、消防水利として有効使

用できないと思料され、耐震性貯水槽の設置が必要となる。よって、消防水利基準も参照するが、耐震性貯

水槽は単独で市街地域を包含できるよう最低必要数を検討し設置計画を作成する。    

 

３３３３    包含面積包含面積包含面積包含面積    

飯田市を市町村消防施設整備計画実態調査による人口 10,000 人以上の地域を市街地として 3 地区、人口

1,000人以上の地域を準市街地として28地区に分け、それぞれの面積に応じる耐震性貯水槽の必要数を計算

する。また、人口に対する設置基準として人口密度2,500人／ｋｍ２を超える地域には、1基加算する。 

耐震性貯水槽の包含面積は、半径250ｍ（0.196ｋ㎡）とする。 

（半径の算出根拠について、消防水利の基準では 120ｍとなっているが、地震による広域災害を想定するな

か1基の貯水槽に1台の消防ポンプ能力（A-2：1.4Mp、B-2：0.7Mp）及び消防ホースの耐圧（1.3Mp）と筒圧

を 0.3Mp として、ホース 1 本あたりの損失（φ50mm：0.6Mp、φ65mm：0.3Mp）を考慮して延長可能本数 18

本分に該当する距離360ｍ（2辺の計）を角90°で曲がった場合の斜辺の距離250mを半径の基準とする。） 

なお、貯水容量は、主に 40ｍ３とし設置予定地の形状、街区の人口密集度、建物密集度及び今後の開発計

画等を勘案し貯水容量を決定する。 

 

４４４４    設置計画設置計画設置計画設置計画    

前3による包含面積で算出した市街地、準市街地別の耐震性貯水槽必要数を記載した飯田市耐震性貯水槽

整備計画表（別紙 1）のうち、基準の充足率が低く、かつ耐震性貯水槽が整備されていない未整備地域を優

先対象地域とする。 

（丘の上地域については、一部別計画の「飯田市土地利用計画」による。） 

 

５５５５    その他その他その他その他    

消防水利不足地域への整備及び既存貯水槽の更新時は、40ｍ３以上の耐震性貯水槽を設置原則とするが、設

置場所等の地域事情により設置困難な場合は、耐震性能を有する20ｍ３貯水槽の設置も勘案する。 

ic2813
テキストボックス
【別紙５】



第第第第 11111111 次消防力次消防力次消防力次消防力((((消防団消防団消防団消防団))))整備計画整備計画整備計画整備計画    通信網フロー通信網フロー通信網フロー通信網フロー    

 
 
 
 

情報 

情報 

情報 

指揮命令 

指揮命令 

指揮命令 

団無線 260MHz帯 

電話 
ＦＡＸ 

団無線 260MHz帯 
特定小電力無線 

電話 

特定小電力無線 

団無線 260ＭＨｚ帯 
（指揮） 

指揮命令 
情  報 

指揮命令 
情  報 

指揮命令 
情  報 

 
団  本  部 

 
団 員 

 
分 団 本 部 

 
各 班 無 線 機 

 
各 班 （ 班 長 ） 

非常災害時に団無線 
システムを補完する 

通信網 

・メール 
(災害情報ﾒｰﾙ） 

(安全・安心ﾒｰﾙ) 
・FAX 

・防災無線 
・携帯電話 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
(pc･ｽﾏｰﾄﾎﾝ等) 

・ｱﾏﾁｭｱ無線 

 
団無線システム 

消防本部

指 令 係 
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ポンプ車
積載車 搬送車 ポンプ車 積載車 搬送車 ポンプ車 積載車 搬送車

橋南 全域 1 9
分団車

橋北･東野

上飯田

鼎

上郷

丸山

切石国道

下黒田北

東鼎

座光寺

松尾

上溝

一色

飯沼上

橋北・東野 全域 2 9
分団車

橋南

上飯田

鼎

上郷

丸山

下黒田北

東鼎

上黒田

座光寺

下黒田東

切石上

飯沼上

大平・松川入り 4
分団車

羽場

丸山

切石上 北方

羽場・丸山 10
分団車

羽場

丸山

橋南

橋北･東野

鼎

切石上

切石国道

北方

下黒田北

伊賀良

一色

上黒田

座光寺上段

座光寺下段

久井・常盤台・八幡・代田

上溝・新井・水城・寺所

城・明・毛賀・清水

虎岩・下虎岩・知久平

南原・小林・稲葉・柿野沢

駄科・長野原・時又

桐林・時又・上川路

三穂 全域 8 8
分団車

数田

立石

（下瀬）

山本

川路

箱川

大明神

竜丘

龍江

中村

上川路

山本 全域 9 8
分団車

北平

中西

箱川

久米

伊賀良

三穂

中村 川路

数田

北方

大瀬木

北方・育良町

中村・大瀬木

下中村・三日市場・殿岡

川路 全域 11 9
分団車 大明神

竜丘

三穂

龍江

立石

芦ノ口

上川路

（下瀬）

山本

時又

数田

舟渡

1区・2区・3区

4区

下村・米峰・毛呂窪

大郡・米川・法全寺・野池

・山中・芋平

柏原・下平・風張・越久保

蛇沼・平栗・落倉・小野子

切石

一色・名古熊

東鼎・西鼎・下茶屋・上茶屋

・中平・下山・上山

上郷上段

上郷下段

上村 全域 17 8

上町

程野

（下栗） 南信濃

木沢

八重河内

南和田

（和田） 上久堅

柏原

虎岩

南信濃 全域 18 8
分団車

木沢

八重河内

南和田

（和田）

上町

程野

（下栗） 上久堅

柏原

虎岩

＊搬送車（　　）は複数機関運用

区域外出動
区域外出動区域外出動
区域外出動

平岡地区指定密集地
南和田 八重河内

その他の地区
南和田

(  )は、二次出動において昼間の出動

天龍村

3

地区名

担当

分団

羽場・丸山

座光寺

範囲

下久堅 6

竜丘

下黒田北

鼎、竜丘

東鼎

名古熊

駄科

下虎岩

自分団 他分団

二次出動

飯沼上

飯沼下

下黒田東

上黒田

一次出

動台数

松尾 5

4

第11次消防力整備計画

一次出動

8
分団車

原・宮崎

高岡

7

竜丘

龍江

伊賀良 10

龍江 12 8
分団車

舟渡

芦ノ口

尾林

鼎

竜丘

三穂

川路

千代

三穂

柿野沢

時又

大明神

上郷 16

鼎 15

千代 13

上久堅 14

上郷

10
分団車

八幡

上溝

毛賀

下久堅 別府下

橋南

橋北･東野

駄科

上溝

9
分団車

下虎岩

柿野沢

虎岩

南原

上久堅

松尾

柏原

毛賀

9
分団車

駄科

時又

長野原

上川路

川路

下久堅

毛賀

舟渡

松尾

龍江

八幡

殿岡

8

10
分団車

中村

殿岡

北方

大瀬木

三日市場

上飯田

山本

切石上

一色

久米

北平

切石国道

竜丘

上久堅

9
分団車

竜丘

川路

八幡

殿岡

上飯田

伊賀良

上郷

芦ノ口

大明神

小野子

尾林

柿野沢

尾林

松尾

龍江

分団車

柏原

小野子

越久保

千代

下久堅

下村

毛呂窪

法全寺

野池

龍江

上久堅

原・宮崎

橋南

上飯田

松尾

虎岩

野池

10
分団車

切石上

切石国道

一色

名古熊

東鼎

橋南

松尾
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第11次消防力(消防団)整備計画　一般火災出動計画第11次消防力(消防団)整備計画　一般火災出動計画
第11次消防力(消防団)整備計画　一般火災出動計画

上溝

東鼎

上溝

別府下

北方

10
分団車

上黒田

下黒田北

下黒田東

飯沼上

飯沼下

別府下

橋北・東野

座光寺
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